
‐‐ 経営・労務管理のエキスパー ト

社会保険労務士 光  木

F A

事

X(075)864-3367      〒 616-0025

務 所

政
府
に
よ
る

「就
職
氷
河
期
世
代
」
に

対
す
る
３
年
間
の
集
中
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
、

合
和
２
年
度
か
ら
本
格
的
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
深
刻

な
不
況
期
に
就
職
活
動
を
し
た
世
代
も
、

現
在
は
３５
～
４４
歳
。
こ
の
う
ち
不
本
意
な

が
ら
非
正
規
雇
用
で
働
い
て
い
る
人

（少

な
く
と
も
５０
万
人
）
や
、

求
職
活
動
を
断

念
し
た
長
期
無
業
者
、

そ
し
て
社
会
参
加

へ
の
支
援
が
必
要
な
人

（引
き
こ
も
り
の

人
な
ど
）
な
ど
、
１
０
０
万
人
程
度
を
対

象
に
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、

正
規

一履
用
者
３０
万
人
増
を
目
指
す
と
し
て
い
ま

す
。こ

の
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、

昨
年
６
月

に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「骨
大
方
針
２
０
１
９
」

に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
、

都
道
府
県

（経
済
団
体
、

労
働
局
等
）
、

市
町
村

（自

立
相
談
支
援
機
関
、

地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
）
で

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
整
備
し
、

社
会
的

気
運
の
醸
成
を
図
る
た
め
積
極
的
な
広
報

活
動
も
行
う
と
し
て
い
ま
す
。

非
正
規
雇

用
者
な
ど
へ
の
具
体
的
な
支
援
で
は
、

民

間
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
た
正
社

員
転
換
の
支
援
、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
チ
ー

ム
支
援
、

安
定
就
労
の
た
め
の
資
格
取
得

支
援
、

教
育
訓
練
機
会
の
提
供
の
ほ
か
、

取
組
み
企
業
に
対
す
る
助
成
金
制
度
な
ど

が
支
援
メ
ニ
ュ
ー
に
な

っ
て
い
ま
す
。

就
職
氷
河
期
世
代
が
抱
え
る
問
題
は
、

安
易
な
自
己
責
任
論
で
片
付
け
ら
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
背
景
に
あ
る

の
は
、

「
新
卒

一
括
採
用
」
な
ど
の
日
本

特
有
の
雇
用
シ
ス
テ
ム
で
す
。

新
卒
時
の

経
済
情
勢
に
よ

っ
て
正
社
員
と
し
て
の
一雇

用
機
会
が
奪
わ
れ
る
と
、

そ
の
後
の
仕
事

や
生
活
で
、

負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
り
や

す
く
な
る
と
い
う
構
造
的
な
問
題
が
あ
り

ま
す
。

本
来
で
あ
れ
ば
、

最
も
消
費
意
欲
が
旺

盛
な
中
間
層
を
形
成
す
る
は
ず
の
就
職
氷

河
期
世
代
の
所
得
が
伸
び
な
い
状
況
は
、

社
会
全
体
の
リ
ス
ク
に
な
り
ま
す
。
こ
の

世
代
の
人
が
安
定
的
に
働
き
、

活
躍
す
る

こ
と
が
社
会
全
体
の
安
定
に
つ
な
が
る
わ

け
で
す
が
、

現
状
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、

将

来
の
社
会
保
障
費
の
増
加
な
ど
社
会
不
安

の
要
因
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

就
職
氷
河

期
世
代
の
抱
え
る
問
題
は
、

個
々
人
の
問

題
に
還
元
し
得
な
い
社
会
的
課
題
で
も
あ

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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時間外労働の上限規制の適用

鋼
一織一籍
一鶴
黙
弱

２
０
１
９
年
４
月
か
ら
新
た
な
時
間

外
労
働
規
制

（以
下
、

上
限
規
制
）
を

定
め
た
労
基
法
が
施
行
さ
れ
、

大
企
業

な
ど
で
は
す
で
に
上
限
規
制
が
適
用
さ
れ

て
い
ま
す
が
、

中
小
企
業
は
１
年
猶
予

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

今
年
４
月
か
ら

適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

テ！
」
で
い
う
中
小
企
業
と
は
、

資
本

金

（出
資
総
額
Ｘ
小
売

・
サ
ー
ビ
ス
業

は
５
０
０
０
万
円
以
下
、

卸
売
業
は
１

億
円
以
下
、

そ
れ
以
外
は
３
億
円
以
下
〕

か
、

常
時
使
用
す
る
労
働
者
数

〔小
売

業
５０
人
以
下
、

サ
ー
ビ
ス
・
卸
売
業

１
０
０
人
以
下
、

そ
れ
以
外
は
３
０
０

人
以
下
〕
の
い
ず
れ
か
の
基
準
を
満
た

す
会
社
で
す
。

労
基
法
は
基
本
的
に
事

前
回
は
、

時
間
外
労
働
の
規
制
が
強
化

さ
れ
、

労
働
時
間
管
理
が
複
雑
に
な
っ
た

こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
が
、

実
際
の
適
用

に
は
例
外
的
な
措
置
や
経
過
措
置
が
あ
り
、

必
ず
し
も

一
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

企
業

規
模
や
事
業

・
業
務
の
種
類
な
ど
に
よ
っ

て
は
、

除
外
さ
れ
て
い
た
り
、

適
用
が
猶

予
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
の
で
、

き
ち
ん

と
理
解
し
て
お
さ
ま
し
ょ
う
。

業
場
単
位
で
の
適
用
と
な
り
ま
す
が
、

中
小
企
業
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断

は
企
業
単
位
で
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
い
て
は
上
限
規
制
の
適
用
除
外
と
な
っ

て
い
ま
す

（労
基
法
３６
条
１１
項
）
。

従

前
の
眼
度
基
準
告
示
に
引
き
続
い
て
の

適
用
除
外
と
な
り
ま
す
が
、

医
師
に
よ

る
面
接
指
導
な
ど
一
定
の
健
康
確
保
措

置
は
当
然
必
要
に
な
り
ま
す
。

次
に
、

上
限
規
制
の
適
用
が
猶
予
さ

れ
る
事
業

・
業
務
に
は
、

①
建
設
事
業
、

②
自
動
車
運
転
の
業
務
、

③
医
師
、

④

鹿
児
島
県
お
よ
び
沖
縄
県
に
お
け
る
砂

糖
製
造
業
、

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ

も
改
正
法
施
行
後
５
年
間

（２
０
２
４

年
３
月
末
ま
で
）
猶
予
さ
れ
ま
す
。

①

業
務
の
特
殊
性
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、

④
は
季
節
的
要
因
に
よ
り
作
業
が
大
き

″
卜左
右
さ
れ
る
た
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、

実
務
上
、

問
題
に
な
る
の
は
、

三
六
協
定
の
対
象
期
間
中
、

社
員
を
適

用
除
外
・猶
予
業
務
か
ら
適
用
業
務
に

転
換
し
た
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、

協
定

で
定
め
た
延
長
で
き
る
時
間
か
ら
適
用

除
外
・猶
予
業
務
で
行
っ
た
時
間
外
労

働
の
時
間
を
差
し
引
い
た
残
り
の
時
間

数
の
範
囲
内
で
し
か
時
間
外
労
働
を
さ

せ
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、

別
の
三

六
協
定
が
適
用
さ
れ
る
出
向
の
場
合
に

は
、

特
段
の
取
決
め
が
な
い
限
り
、

時
間

外
労
働
の
時
間
数
を
通
算
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、

単
月
１
０
０
時
間
未
頂

複
数
月
平
均
８０
時
間
以
内

（労
基
法
３６

条
６
項
２

●
３
号
）
の
規
制
に
つ
い
て

は
通
算
し
て
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

長
時
間
労
働
の
削

減
や
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
の
防

止
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
上
限
規
制
で

す
か
ら
、

適
用
除
外

・
猶
予
の
事
業

・

業
務
で
あ
っ
て
も
改
正
法
の
趣
旨
を
十

分
に
理
解
し
、

対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
え
ま
す
。

中
小
企
業
、
４
月
か
ら
適
用

事
業
・業
務
に
よ
っ
て
は
例
外
も

な
お
、

常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
に
は

正
社
員
だ
け
で
な
で
ｋ、
常
勤
の
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
も
算
入
さ
れ
ま
す
。

次
に
、

事
業
や
業
務
の
種
類
に
よ
っ

て
も
、

上
限
規
制
の
適
用
が
除
外

・
猶

予
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、

新

技
術

。
新
商
品
等
の
研
究
開
発
業
務
に

と
②
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
限
度
基
準

告
一不
で
適
用
除
外
と
さ
れ
た
も
の
で
す
が
（

将
来
的
に
は
上
限
規
制
の
全
面
適
用
を

視
野
に
入
れ
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

③
の
医
師
へ
の
適
用
が
猶
予

さ
れ
て
い
る
の
は
、

応
召
義
務
や
へ
き
地

等
で
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
っ
た


